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提案理由

低所得世帯の児童の習い事に係る費用に対し補助金を交付することにより、習

い事を通して児童の成長を支援するため



大野市教育委員会告示第 号

大野市低所得世帯の児童習い事支援事業補助金交付要綱を次のように定める。

令和６年３月 日

大野市教育委員会

大野市低所得世帯の児童習い事支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、習い事を通して児童の成長を支援するため、低所得世帯の児

童の習い事に係る費用に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定

めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 低所得世帯 次に掲げるいずれかに該当する世帯をいう。ただし、生活保護

法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けている世帯を除く。

ア 児童扶養手当（児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条第１

項に規定する手当をいう。）受給世帯

イ 大野市母子・父子家庭等医療費助成（大野市母子家庭等医療費の助成に関

する条例（昭和５３年条例第１９号）に規定する助成をいう。）受給世帯

ウ 住民税非課税世帯

(2) 児童 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校４年生から

６年生までをいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、児童を現に監護

し、かつ、その生計を維持している者をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

大野市に住所を有する、低所得世帯の児童の保護者とする。

（補助対象経費）



第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、児

童の習い事（国語、算数、社会、理科又は外国語を学習する学習塾及び通信制

講座を除く）にかかる経費で、次の各号に定めるものとする。

(1) 初期費用（入会金その他これに準ずるもの）

(2) 月謝及び受講料

(3) 試験料その他これらに準ずるもの

(4) 道具、教材及び教具代

(5) ユニフォーム及び制服代

(6) その他市長が必要と認めるもの

（補助対象期間）

第５条 補助の対象となる期間は、毎年４月１日から当該年度の３月３１日までの

１年間とする。ただし、第２条に規定する補助対象者の要件に該当しないことが

決定した者は、当該決定した月の月末までとする。

（補助金の交付申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

習い事にかかる支払いをしたときは、大野市低所得世帯の児童習い事支援事業補

助金交付申請書兼請求書（様式第１号）及び支払証明書（様式第２号）に必要事

項を記入し、市長に提出しなければならない。

（補助金の算定）

第７条 補助金の額は、第５条の補助対象期間において補助対象者が支払った補助

対象経費とする。

２ 補助金の上限額は、児童一人当たり、次の表に掲げる区分及び対象月に応じ、

それぞれ同表の上限額欄に掲げる額とする。

（補助金の交付決定）

第８条 市長は、第６条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、

審査結果について大野市低所得世帯の児童習い事支援事業補助金交付決定（却下

区分 対象月 上限額

児童扶養手当全部支給相当

所得者

４月から１０月まで ７０，０００円

１１月から３月まで ５０，０００円

児童扶養手当一部支給相当

所得者

４月から１０月まで ３５，０００円

１１月から３月まで ２５，０００円



）通知書（様式第３号）により当該申請者に通知するものとする。

（交付決定の取り消し及び返還）

第９条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又

は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第２条に規定する低所得世帯に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

２ 市長は、申請者が補助金の交付を受けた後、前項の規定により補助金の交付決

定を取り消したときは、その取り消した部分について返還を命ずることができる。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第９条に規

定する事項については、同日後もなおその効力を有する。



様式第１号（第６条関係）

年 月 日

大野市長 様

申請者 住 所

氏 名

(電話 － － )

大野市低所得世帯の児童習い事支援事業補助金交付申請書兼請求書

大野市低所得世帯の児童習い事支援事業補助金の交付を受けたいので、大野市

低所得世帯の児童習い事支援事業補助金交付要綱第６条の規定により関係書類を添

え、下記のとおり申請及び請求します。

なお、この申請に係る審査に当たって、必要があるときは、所得状況等について、

市長が公簿の閲覧その他の方法により調査確認をすることを承諾します。

記

１ 申請額(請求額) 円

２ 対象児童氏名 （小学校 年生)

３ 添付書類 支払証明書（様式第２号）

４ 振込口座

□児童扶養手当の登録口座への振込を希望します。

□大野市母子・父子家庭等医療費助成の登録口座への振込を希望します。

□今年度申請済みの口座への振込を希望します。

金融機関名 支店名

預金種別 普通・当座 口座番号

フリガナ

口座名義人



様式第２号（第６条関係）

支 払 証 明 書

※上記内容が確認できる場合は、領収書等の他の書類の提出に代えることができる。

様

習い事に係る費用の支払日： 年 月 日

習い事に係る支払金額： 円

習い事に係る支払品目：

（例：月謝、教材、ユニフォームなど）

大野市低所得世帯の児童習い事支援事業補助金の支給に係る資料として、大

野市へ提出する必要がありますので、上記習い事に係る費用として支払いを行

ったことを証明願います。

年 月 日

対象児童氏名：

保 護 者 氏 名：

住 所：

上記について相違ないことを証明する。

年 月 日

事業所の名称：

所 在 地：

電 話 番 号：



様式第３号（第８条関係）

大野市低所得世帯の児童習い事支援事業補助金交付決定（却下）通知書

年 月 日

保護者 様

大野市長

年 月 日付けで申請のあった大野市低所得世帯の児童習い事支援事業

補助金の交付について、次のとおり決定（却下）しましたので通知します。

記

１ 対象児童氏名

２ 交付決定金額 金 円（ 年 月 ～ 年 月）

３ 交付却下の理由（却下の場合）


